
ひと・まち・自然が共に輝く“ ハーモニータウン　かみさと”広報

11
Nov.2023

目指せ！交通事故ゼロ・ごみゼロのまち！死亡事故ゼロ34日継続中！（令和５年10月20日現在）

今月の主な内容今月の主な内容

令和４年度歳入歳出決算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P2～５

埼玉県思いやり駐車場制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥P12 第12回上里町人権講演会 ‥‥‥‥‥‥‥‥P32

　保健センター等複合施設について‥‥‥‥‥P６～７

　10月８日㈰、このはなスポーツフェスタ 2023 が　10月８日㈰、このはなスポーツフェスタ 2023 が
このはな芝生広場・七本木小学校校庭で行われ、午前このはな芝生広場・七本木小学校校庭で行われ、午前
の部「このはなミニ運動会」、午後の部「埼玉西武ラの部「このはなミニ運動会」、午後の部「埼玉西武ラ
イオンズによる親子野球体験教室」が開催されました。イオンズによる親子野球体験教室」が開催されました。
　当日は、参加者のスポーツを楽しむ笑顔がみられ、　当日は、参加者のスポーツを楽しむ笑顔がみられ、
会場が盛り上がりました。会場が盛り上がりました。

No.654



令和４年度の決算について町議会（９月定例会）で認定されました。
町の決算は、各家庭のお財布事情に例えられます。昨年度のお財布事情が

どうだったのか、町民の皆さまにお知らせします。
問合せ…総合政策課財政係【☎35－1238】

令和４年度歳入歳出決算令和４年度歳入歳出決算
～上里町のお財布事情~～上里町のお財布事情~

一般会計
歳入（入ってきたお金）
123 億 8,030万円

歳出（使ったお金）
115 億 8,098万円

町税（41億677万円 33.2％）
町民税、固定資産税等

国県支出金（29億8,242万円 24.1％）
特定の事業に対して国や県から交付
されるお金

地方交付税（15億4,845万円12.5％）
地方公共団体の収支不足や不均衡を
是正するために国から交付される
お金

その他（23億3,700万円18.8％）
前年度繰越金、手数料等

繰入金（8億5,310万円6.9％）
基金等からの繰入金

町債（5億5,256万円4.5％）
借入金

町税

国県支出金

地方交付税

その他

繰入金繰入金
町債

民生費（40億4,815万円35.0％）
高齢者・児童・障害者福祉全般の経費

民生費

総務費

教育費

土木費
公債費公債費
衛生費

総務費（21億9,389万円18.9％）
住民票の交付､町税の課税徴収､選挙
などの全般的な管理事務に対する経費

教育費（14億5,911万円12.6％）
学校教育や社会教育に対する経費

土木費（10億2,893万円8.9％）
道路・河川・公園の整備などに対する経費

公債費（９億9,590万円8.6％）
借入金の返済

衛生費（８億3,773万円7.2％）
健康増進やごみ処理などに対する経費

消防費（４億990万円3.5％）
消防・防災に対する経費

農林水産業費（３億1,996万円2.8％）
農業や畜産業の振興などに対する経費

商工費（１億8,347万円1.6％）
商工業・観光に対する経費

議会費（１億372万円0.9％）
議会の運営等に対する経費

諸支出金（22万円0.1％）
基金への積立など

特別会計

企業会計

会計名 歳入決算額 歳出決算額

国民健康保険 32億9,245万円 32億3,675万円

介護保険 21億3,087万円 20億1,749万円

後期高齢者医療 3億5,365万円 3億5,120万円

農業集落排水事業 2,764万円 2,431万円

　町の会計には、一般会計とは別に特定の収入
で特定の支出を賄う「特別会計」があります。
　この特別会計は、事業の収支を明確にするた
め、それぞれの会計で決算が行われています。

◆上里町水道事業決算
区分 収入決算額 支出決算額

収益的収入
および支出 5億9,099万円 4億5,357万円

資本的収入
および支出 1億7,429万円 3億7,020万円

※ 資本的収支不足額は、水道事業会計の内部留
　保資金などで賄っています。

◆上里町下水道事業決算
区分 収入決算額 支出決算額

収益的収入
および支出 2億3,989万円 2億2,742万円

資本的収入
および支出 ２億3,687万円 ３億1,477万円

※ 資本的収支不足額は、下水道事業会計の内部
　留保資金などで賄っています。
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消費税引き上げ分の地方消費税
（社会保障財源分）の使途について
　平成26年４月１日から消費税および地方消費税が５％か
ら８％、令和元年10月１日から10％へ引き上げられたこ
とに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使
途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものと
されています。
◆歳入
引上げ分の地方消費税収 ３億8,406万円

◆歳出
社会福祉関係事業 16億6,072万円

社会保険関係事業 10億1,963万円

保健衛生関係事業 4,015万円

町の基金残高
　基金は、家計で言う貯金のことです。今後も決算状況
を踏まえ、可能な範囲での積立を行います。
◆町の基金残高の状況（令和４年度末）

基金の名称 残高

財政調整基金 14億870万円

減債基金 10億1,871万円
公共施設等用地取得
および施設整備基金 13億5,924万円

いきいき福祉基金 4億5,403万円

教育施設整備基金 11億1,296万円

土地開発基金 2億138万円

奨学資金貸付基金 1億6,655万円

森林環境譲与税基金 50万円

事業債（29億4,352万円 38.2％）
施設建設等のための借入金

その他（47億6,758万円 61.8％）
地方交付税等の不足を補うための借入金その他

事業債

残高総額　77億1,110万円　地方債は、世代間の負担の公平と財政収支の年度間調整
を主な目的として、国や金融機関から借り入れるお金で
す。
　地方債の発行によって得られる収入を活用することで、
必要な行政サービスを早期に実現することが可能になりま
すが、家庭における住宅ローンと同様、将来にわたる財政
負担にもなります。
　町では、過度な負担とならないよう、適切な管理の下に
新規発行と償還を行っています。

町の地方債残高

財政の健全性
　自治体の財政破綻を未然に防ぐために「地方公共団体の
財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき、
下記のとおり財政指標を公表します。
　この指標には、健全化判断比率（４分類）と資金不足比
率があり、財政状況が良好かどうかを示すものとなりま
す。国が示すこの指標を基にして、町の財政が健全団体ま
たは早期健全化団体（要注意状態）もしくは財政再生団体
（破綻状態）のいずれかに該当するか、また、各会計の経
営がどのような状態であるかの判断を行います。

◆健全化判断比率 （単位：％）

指標名 上里町 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 赤字なし 14.24 20
連結実質赤字比率 赤字なし 19.24 30
実質公債費比率 9.2 25 35
将来負担比率 - 350 -
◆公営企業における資金不足比率 （単位：％）

会計名 上里町 経営健全化基準

上里町水道事業 資金不足なし 20.0 
公共下水道事業 資金不足なし 20.0 
農業集落排水事業 資金不足なし 20.0 

【用語解説】

実質赤字比率 標準財政規模に対する一般会計等の赤字の割合

連結実質赤字比率 標準財政規模に対する町の全会計の赤字の割合

実質公債費比率 標準財政規模に対する一般会計等の借入金返済額の割合

将来負担比率 標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき負債の割合

※標準財政規模とは、地方税や普通交付税など通常経常的に収
　入される一般財源であり、令和４年度は64億6,617万円です。

※各事業の財源として按分

　この指標のうち、一つでも基準値以上になった場合
には、財政の健全化に向けた計画の策定および取組を
行っていく必要があります。
　上里町の各指標は、昨年と同様に基準を下回ってお
り、財政の健全化が保たれていますが、今後も引き続
き無駄のない財政運営に努め、一層の財政健全化に取
り組んでいきます。

3 広報かみさと No.654



令和4年度に実施した主な事業令和4年度に実施した主な事業
　令和４年度の歳出総額は、115億8,098万円となりました。
　皆さまが納めた税金等が町の事業としてどのように活用されたのか、主な実施事業をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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未来を担う子どもたちへの教育支援

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全安心で暮らしやすいまちづくり

小・中学校教育振興事業
（3,897万円）

学力向上推進事業
（1,126万円）

交通安全対策事業
（387万円）

災害対策事業
（239万円）

ふるさと納税受入額がふるさと納税受入額が
前年度の約 7 倍に増加しました前年度の約 7 倍に増加しました！！

ふるさと納税返礼品のふるさと納税返礼品の
登録事業者を募集しています！登録事業者を募集しています！

　令和４年度の受入額は、返礼品の追加や広告等
の実施など、さまざまな取組を行ったことにより、
町の取組の魅力度や認知度が向上したため、大幅
な増加となりました。

　年々注目を集めるふるさと納税返礼品に御社の
商品、あなたの自慢の品を登録してみませんか？

・全国へＰＲ可能！

・販路開拓、新規顧客層の獲得！

・ポータルサイト掲載料が無料！

・送料、決済手数料は上里町が負担！

メリット

※返礼品として登録できる品物は、法令等が定め
　る「地場産品」として基準に適合した物のみと
　なります。
　例）町内において、生産された農畜産物、製
　　　造・加工された食品や雑貨、提供されるサ
　　　ービスや体験など
　制度概要の説明や事業者登録、ポータルサイト
掲載へのサポートをしますので、まずはお気軽に
ご相談ください。

問合せ･･･総合政策課財政係【☎35－1238】
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新しい施設を建設します！新しい施設を建設します！
上里町では、役場の東側に、１階「保健センター」、２階「福祉町民センター」と「老人福祉センター」機能を
備えた複合施設の建設を進めています。この施設は、誰もが安心して暮らせる"健やかで安心なまち”を実現
するために、「健康増進」「母子保健」「地域福祉」「高齢者等の元気づくりを支援する拠点」の機能を集約し、
人を健康、地域を元気にできる施設とすることを目指しています。
　複合施設建設にあたり、昨年11月に「（仮称）上里町保健センター等複合施設基本構想」を策定し、このた
び、基本設計が完成しました。
　この施設を上里町の健康と福祉の拠点として、複合施設のコンセプトである「地域が元気になる まちなか
『健康福祉の実現』」を町民の皆さまと一緒に目指します。
　複合施設基本設計の詳しい情報は、上里町HPに掲載しています。下記の二次元コードを読み取りご覧くだ
さい。

問合せ･･･保健センター等複合施設建設推進室【☎71－4245】

◀上里町HP
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町民の健康と福祉を増進する
令和７年度早期の完成を目指し

　　複合施設はどんな施設なの？　　複合施設はどんな施設なの？Ｑ

　「保健センター」は、健康相談、健康診査、保健指導など、町民の健康
づくりを支援します。
　「福祉町民センター」は、社会福祉協議会を中心に福祉活動を推進し、
町民の暮らしを守ります。
　「老人福祉センター」は、高齢者が健康で健やかな暮らしを送れるよう
支援します。

　「保健センター」は、健康相談、健康診査、保健指導など、町民の健康
づくりを支援します。
　「福祉町民センター」は、社会福祉協議会を中心に福祉活動を推進し、

A

　　なんで施設を複合化する必要があるの？　　なんで施設を複合化する必要があるの？Ｑ

　町の将来を見据えて策定された「上里町公共施設再配置・維持保全計
画」で、３施設は施設や設備の老朽化、耐震化が課題となっていることか
ら、施設機能を統合し建替えする方針が定められました。
　厳しい財政状況が続く中、公共サービスの水準を低下させることなく、
可能な限り施設の数を適正化することで維持管理費の削減を行い、持続可
能な公共施設運営を目指します。

　町の将来を見据えて策定された「上里町公共施設再配置・維持保全計
画」で、３施設は施設や設備の老朽化、耐震化が課題となっていることか
ら、施設機能を統合し建替えする方針が定められました。

A

　　なんで上里町役場庁舎の東側に建てるの？　　なんで上里町役場庁舎の東側に建てるの？Ｑ

　上里町役場の東側に複合施設を整備することで、町民の皆さまの利便性が
向上し、一度の機会で役場と複合施設が使いやすくなります。
　また、昨今、人口減少や高齢化などの社会情勢により、コンパクトなまち
づくりが求められており、町では、役場周辺を含めた神保原駅周辺に、生活
サービス施設がまとまった利便性の高い拠点の形成を目標とする「上里町立
地適正化計画※」を策定しております。今回の複合施設建設は、同計画に則
した建設となります。
　なお、複合施設の整備にあたりまして、国の補助金を積極的に活用してい
きたいと考えています。

　上里町役場の東側に複合施設を整備することで、町民の皆さまの利便性が
向上し、一度の機会で役場と複合施設が使いやすくなります。

A

　　かみさと荘にあったようなお風呂、カラオケや調理室はあるの？　　かみさと荘にあったようなお風呂、カラオケや調理室はあるの？Ｑ

　施設が果たす役割を考慮し、お風呂、カラオケなどはありませんので、
民間施設や、住まいにより身近な公民館や公会堂等に、ご確認のうえご利用
ください。その一方で、皆さんが元気に軽運動したり、楽しく交流ができ
るラウンジ・ジムがありますので、お立ち寄りの際はぜひご利用ください。

　施設が果たす役割を考慮し、お風呂、カラオケなどはありませんので、
民間施設や、住まいにより身近な公民館や公会堂等に、ご確認のうえご利用

A

※居住や都市機能（医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービス）の誘導と、公共交通の充実・連携
　により、コンパクトで持続可能な都市構造の形成を目指す計画。
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Living------------------------
くらし

『都市計画の案の縦覧』について
児玉都市計画の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を次のとおり行います。

○都市計画の案の縦覧
期間…11月10日㈮～24日㈮　※土・日・祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
場所…埼玉県都市計画課、埼玉県本庄県土整備事務所、上里町まちづくり推進課、
　　　本庄市都市計画課、美里町建設課、神川町建設課
内容…「児玉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案（埼玉県決定）

○案に対する意見書の提出
対象…上里町、本庄市、美里町、神川町の住民および利害関係人
提出方法…持参、郵送または埼玉県電子申請届出サービス
　　　　　（電子申請届出サービスの詳細については、埼玉県都市計画課ホームページをご確認ください）
提出期限…11月24日㈮、午後５時15分まで（必着）
提出先…埼玉県都市計画課、埼玉県本庄県土整備事務所、上里町まちづくり推進課、
　　　　本庄市都市計画課、美里町建設課、神川町建設課

○問合せ…埼玉県都市計画課【☎048－830－5341】
上里町まちづくり推進課【☎71－6511】、本庄市都市計画課【☎25－1136】
美里町建設課【☎76－1111】、神川町建設課【☎77－0702】

※変更原案については、埼玉県都市計画課ホームページでもご覧になれます。
　https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/toshikeikakunosintyoku/index.html

▲県HP

▲玉入れの様子

町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

秋
は
み
ん
な
で
楽
し
く

　
　
　
　
　
　
健
康
づ
く
り
！

　
「
ス
ポ
ー
ツ
の
日
」
に
ち
な
み
、

２
つ
の
イ
ベ
ン
ト
が
10
月
８
日
㈰

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
誌
の
表

紙
に
載
っ
て
い
ま
す
が
、「
こ
の

は
な
ミ
ニ
運
動
会
」
と
、
七
本
木

小
学
校
で
行
わ
れ
た
「
埼
玉
西
武

ラ
イ
オ
ン
ズ
親
子
野
球
教
室
」
で

す
。

　
食
べ
物
も
美
味
し
く
な
る
本
格

的
な
秋
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

上
里
の
秋
を
楽
し
む
な
ら
、
上
里

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
周
辺
が
お
す
す

め
！
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
こ

の
は
な
ミ
ニ
運
動
会
は
、
同
地
区

に
設
け
ら
れ
た
緑
鮮
や
か
な
「
こ

の
は
な
芝
生
広
場
」
が
会
場
と
な

り
ま
し
た
。「
〜
す
べ
て
の
人
に

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
み
を
〜
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
、

大
き
な
歓
声
と
人
々
の
笑
顔
が
、

芝
生
広
場
一
面
に
広
が
り
ま
し
た
。

　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
骨
格
は
、
誰

も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
こ
と

で
す
。
初
め
て
の
試
み
で
も
あ

り
、
運
営
を
円
滑
に
行
う
た
め
、

１
２
０
名
定
員
の
事
前
申
し
込
み

制
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、

上
里
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
ご

協
力
を
得
て
、
３
歳
以
上
の
お
子

さ
ん
か
ら
高
齢
者
の
方
ま
で
、
み

ん
な
が
楽
し
め
る
５
種
目
の
競
技

を
次
の
と
お
り
選
定
し
ま
し
た
。

①
ス
プ
ー
ン
競
争
＆
パ
ン
食
い
競

争
②
地
球
ま
わ
し
リ
レ
ー
③
綱
引

き
④
玉
入
れ
⑤
バ
ケ
ッ
ツ
ボ
ー
ル

（
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
上
の
バ
ケ
ツ
に

ボ
ー
ル
を
入
れ
る
競
技
）

　

イ
ベ
ン
ト
の
締
め
く
く
り
は
、

「
み
ん
な
で
踊
ろ
う『
上
里
音
頭
』」

で
す
。
ま
ず
、
上
里
町
民
踊
連
盟

と
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ａ
上
里
の
皆
さ
ん
に
一

つ
の
大
き
な
輪
に
な
っ
て
い
た
だ

き
、
お
手
本
を
披
露
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
続
い
て
、
参
加
者
全

員
に
入
っ
て
も
ら
い
一
緒
に
踊
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
後
も
、
上

里
音
頭
を
機
会
あ
る
ご
と
に
一
人

で
も
多
く
の
方
に
踊
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
上
里
音
頭
を
踊
っ
た
方

に
は
、「
じ
ゃ
ん
け
ん
大
会
」
に

参
加
で
き
る
お
ま
け
が
あ
り
ま
し

た
。
勝
ち
残
り
で
豪
華
な
お
土
産

を
ゲ
ッ
ト
す
る
種
目
で
す
（
私
と

し
て
は
全
員
に
差
し
上
げ
た
い
気

も
し
ま
す
が
…
）。
当
日
は
天
気

も
味
方
し
、
軽
い
汗
を
か
き
な
が

ら
運
動
を
楽
し
み
ま
し
た
。
次
回

も
、
よ
り
多
く
の
町
民
の
皆
さ
ん

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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　　　　防災・防犯情報 問合せ…くらし安全課防災安全係【☎35－1226】

　10月１日㈰、金下、金下東、金上、一丁目各行
政区合同での防災訓練が実施されました。
　当日は、上里北中学校へ避難することを想定し、
体育館への避難訓練を行いました。
　町では、集まった住民の方に、令和元年東日本
台風（台風19号）以降の町の取組を説明したほか、
防災倉庫からパーティションを運び出し設営する
体験や、受水槽の確認をしていただきました。

防災行政無線による
Ｊアラートの試験放送
日時…11月15日㈬　午前11時ごろ
　Ｊアラートによる全国一斉情報伝達試験
を行います。町内の防災行政無線から試験
放送が流れますが、実際の災害とお間違え
のないようご注意ください。

　　　　

防災訓練が実施されました

▲防災訓練の様子

交通事故被害者のご家族への援護金
　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故）により、死亡または
　重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもをいいます。

給付対象者
　埼玉県内に在住する乳幼児ならびに小・中・高等学校
および各種学校等に在学する平成17年４月２日以降に
生まれた交通遺児等で、右表に掲げる世帯に属する方

給付額…こども１人につき10万円
給付時期…令和６年５月上旬（４月末までに「給付決定通知書」を送付します）
申込期限…令和６年１月31日㈬まで
申請書類…各市町村、学校等で配布します。
提出先…みずほ信託銀行浦和支店（さいたま市浦和区高砂２－12－10）に郵送
　　　　またはご持参ください。【☎048－822－0191】
問合せ…埼玉県交通安全対策協議会【☎048－825－2011】
　　　　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【☎048－830－2955】

給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額
１人 2,740,000円以下
２人 3,120,000円以下
３人 3,500,000円以下
４人 3,880,000円以下

５人以上 4,260,000円以下

9 広報かみさと No.654
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ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

令和５年９月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

排出量 ５９８. １ｔ
【ひとり１日あたり約６５３ｇ】
（前月と比べて８gの減量）

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの
排出量は約526ｇです。（令和３年度）

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

省エネに
ご協力ください

野外焼却（野焼き）
は法律により禁止
されています

　「近所で草木を燃やして煙たい」「洗濯物に臭い
がついて困る」など、野外焼却（野焼き）に関す
る苦情や相談が寄せられています。
　ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止され
ています。
　野外焼却（野焼き）を行うと、大量の煙や臭い
が発生し、近隣の生活環境に支障をきたすだけで
なく、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあ
ります。
　例外として認められている場合（農地における稲
わら、麦わら等）でも、周囲の方から煙や臭いの
苦情が出た場合は、速やかに焼却の中止をお願い
します。
　また、どのような場合でも、ビニールやプラス
チック類の焼却は禁止されています。
　ごみは野外焼却（野焼き）をせずに、分別ルー
ルに従って、ごみ収集や資源物として適正に処理
をしていただくよう、皆さまのご協力をお願いしま
す。
問合せ
くらし安全課生活環境係【☎35－1226】
産業振興課産業観光係【☎35－1235】

ペットボトルのリサイクルにご協力を！

　ペットボトルはリサイクルできる環境にやさしい素材です。
最近、「資源化できないボトル」が資源ごみとして出されるこ
とが増えています。ルールを守り正しく出しましょう。

～ペットボトルの正しい出し方～
①キャップは外す。（キャップは燃えるごみかキャップリサイクルへ）
②ラベルははがして燃えるごみとして出す。
③中はカラにして、臭いと汚れを取り除くため水ですすぐ。
④リサイクルマークがついているボトルだけを資源ごみとして出す。
※各地区において資源ごみを出せる収集所が決められていま
　すので、分からない場合は、地元の区長や班長にご確認
　ください。

　地球温暖化の影響と考えられる異常気象や集中豪
雨など、さまざまな問題が発生しています。
　町では、このような環境問題を解決していくため、
2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにす
ることを目標とする「上里町ゼロカーボンシティ宣言」
を表明しています。
　この目標を達成するためには、日頃から省エネを
心がけ、ひとつずつ積み上げていくことが必要です。

　・不要な照明は消す
　・使わない家電の電源を切る
　・エアコンは無理のない範囲で省エネに努める

　町役場では、これら省エネの取り組みを続けた結
果、役場庁舎内における温室効果ガスの排出量が、

令和４年度　350,007kg-CO2
（基準排出量508,586kg-CO2）
※基準排出量は平成 24～26 年度の３年間の実績から算出
※「㎏ -CO2」：二酸化炭素１㎏を意味する単位
１㍑の牛乳パックで約500 本分の体積に相当します。

となりました。
　一つひとつは小さなことでも、積み重ねていくこと
で大きな省エネ効果につながります。ぜひご家庭に
おきましても、省エネのご協力をお願いします。

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】
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早期相談・発見で虐待を防ぎましょう早期相談・発見で虐待を防ぎましょう
あなたの小さな気づきが解決の第一歩

相談窓口

高齢者虐待 上里町地域包括支援センター
（高齢者いきいき課内） ☎35－1243

障害者虐待 町民福祉課社会福祉係 ☎35－1224

児童虐待
児童相談所全国共通ダイヤル ☎189
子育て共生課子育て支援係 ☎35－1236

全ての分野
24時間
365日対応

埼玉県虐待通報ダイヤル ☎#7171

◆ＳＯＳサインの例
本人の様子

þ体や服がいつも汚れている
þ不自然なけがが多い
þ急におびえたり、わめく等、情緒不安定
þ  家から怒鳴り声や悲鳴、ものが投げられる音が頻
繁に聞こえる

◆私たちにできること
見守り
　「こんにちは」「お出かけですか」など日頃から地域
で声をかけあうことで、孤立を防ぐことができます。
気づき
　「様子が変だな」「暴力を振るわれているのかな」「家
族が疲れているみたい」などあなたの小さな気づき
が解決の第一歩です。
つなぐ
　地域の民生委員･児童委員や町役場の担当窓口へ
相談してください。秘密は守られます。

　感染症対策による外出機会の減少や休業・在宅勤務が推進される現状が続いています。家庭内での精神的ス
トレスの蓄積や介護者の負担の増大、または経済的な負担等が要因となり、虐待につながることが懸念されて
います。しかし家庭内のことは周囲に発見されづらく、また、「家庭内の問題だから…」と通報しにくい現状が
あります。
　しかし、虐待をうけている本人からＳＯＳはなかなか出ません。地域でいち早く気づき通報することが被害
を深刻化させず、早期解決に導きます。虐待をうけた・してしまった、または周囲の人が気づいたときには、
一人で悩まず各窓口へご相談ください。

埼玉県虐待通報ダイヤル
県では、児童・高齢者・障害者のすべてに 24 時

間 365 日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル

＃７１７１」を開設しています。

　虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしま

ったなどの場合は、＃７１７１に電話してください。

　詳しくは、県ホームページを御覧ください。

　http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/20170711.html
問合せ…埼玉県福祉部福祉政策課
　　　　【☎０４８－８３０－３３９１】

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付について
　国民年金保険料の納付額は、年末調整や確定申告の際に、「社会保険料控除」の対象になります。この「社
会保険料控除」をうけるには、保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。そこで、「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際にご利用くだ
さい。
　また、「e-Tax」で利用できる電子版の交付を行っています。詳しい利用方法等は、日本年金機構ホームペー
ジにてご確認下さい。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）が負担すべき国民年金保険
料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その
保険料についても控除が受けられます。

問合せ…ねんきん加入者ダイヤル【☎０５７０－００３－００４】
　　　　０５０から始まる電話【☎０３－６６３０－２５２５】
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11月から埼玉県思いやり駐車場制度を開始します

【埼玉県思いやり駐車場制度とは？】

　障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の
方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」
を交付し、公共施設や商業施設などに設置さ
れている「車椅子使用者用駐車区画」および「優
先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

利用証（３種類）
（駐車時にルームミラーに掲示）

▲車椅子
　使用者用

▲その他障害者
　要介護者等用

▲妊産婦
　けが人用

【対象者】以下に該当する方が対象となります。

区　分 範　囲
視覚障害者 ４級以上
聴覚障害者 ３級以上
平衡機能障害 ５級以上

肢体不自由
上肢 ２級以上
下肢 ６級以上
体幹 ５級以上

脳原性
機能障害

上肢機能 ２級以上
下肢機能 ６級以上

内部障害
（免疫機能障害を含む）

４級以上

○知的障害者…A以上
○精神障害者…１級
○高齢者…要介護１以上
○難病患者…医療受給者証を所持している方
　　　　　　（特定疾患・指定難病・小児慢性特定疾病）
○妊産婦…妊娠７か月～産後１年
　　　　　※出産後は乳児と同伴の場合のみ
○けが人等…必要と認める期間

※原則１年以内

【申請方法】

①県ホームページからの電子申請に
　よる申請
②上里町役場または保健センター（妊産婦のみ）
　にて書面での申請

【持ち物】※書面申請の場合

　上里町役場または保健センター（妊産婦のみ）で
手続きをされる場合は、以下の書類をお持ちくださ
い。代理人による申請の場合は、代理人の本人確認
書類(運転免許証、マイナンバーカード)も必要とな
ります。
○障害者（身体・知的・精神）・妊産婦
　…障害者手帳、母子健康手帳
○高齢者…介護保険被保険者証
○難病患者…各種医療受給者証
○けが人等…医師の診断書か意見書または公的機関
　　　　　　の証明書（申請日の前3か月以内
　　　　　　に発行されたもの）と身分証明書（運
　　　　　　転免許証、マイナンバーカード）

【申請窓口・問合せ先】

①電子申請の場合
　埼玉県福祉政策課
【☎048－830－3223　FAX048－830－4801】
②上里町役場または保健センター（妊産婦のみ）
　にて書面申請の場合

○身体障害者

　○障害者・難病患者・けが人等の方
　　町民福祉課社会福祉係【☎35－1224】
　○高齢者の方
　　高齢者いきいき課【☎35－1243】
　○妊産婦の方
　　上里町保健センター【☎33－2550】
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▲町ＨＰ ▲厚生労働省ＨＰ ▲埼玉県ＨＰ

11月30日（いい看取り・看取られ）は「人生会議の日」です。
大切な人と…「人生会議」始めてみませんか

　人生の最終段階において、病気などにより自分の想いを伝えられず、望む医療やケアが受けられないことがあ
ります。誰にでも起こりうる「もしもの時」に備えて、どのような医療・介護を受けて、最期を迎えたいかを、
前もって家族や信頼できる人、主治医に伝えておくことが重要です。これを「人生会議」と呼んでいます。「人
生会議」により、本人の意思を反映させやすく、また本人の代わりに、治療方針などを判断する家族等の心の負
担を、軽くすることに繋がります。
　ぜひ皆さまも、11月30日をきっかけに、大切な人と「人生の最期の生き方」について話してみませんか。

「人生会議の進め方」（例）
心身の状態に応じて意思は変化することがあるため何度で
も繰り返し考え話し合いましょう

問合せ
高齢者いきいき課
地域包括支援係
【☎35－1243】

➊
あ
な
た
に
と
っ
て
大
切
な
思

い
は
何
で
す
か
？
ご
自
身
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希
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や
思
い
に
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て
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て
み
ま
し
ょ
う
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➋
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が
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る
人
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を
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➌
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➍
話
し
合
い
の
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果
を
大
切
な

人
た
ち
に
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え
て
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有
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し
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「上里町エンディングハンドブック」
を高齢者いきいき課、町民福祉課
にて配布しています。

厚生労働省および埼玉県のホームペ
ージもご覧ください。

年末フードパントリーを開催します
●日　時…12月23日㈯、午後１時～４時
●会　場…上里町役場１階町民ホール（上里町大字七本木5518）
●対　象…①ひとり親世帯のうち、児童扶養手当を受給している世帯の方
　　　　　②就学援助を受けている世帯の方
　　　　　③18歳以下の子どもが４人以上いる世帯の方
　　　　　町内在住の方のうち、①～③のいずれかに該当し、当日会場に受け取り
　　　　　に来られる方(生活保護世帯は除く)
　　　　　※①～③の証明ができる物が必要です。
●配布物…レトルト食品、お米、調味料など
●申　込…11月30日㈭までに、右記申込フォームまたは電話にて申し込み。
●問合せ…上里町社会福祉協議会【☎33－4232】　※申込み多数の場合は抽選となります。

町内在住の方のうち、①～③のいずれかに該当し、当日会場に受け取り

▲申込フォーム

※要予約300名様分
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Care------------------------
介護

介護者の

相談

～上里町老人クラブ連合会からのお知らせ～

老人クラブに入会しませんか？

①地域を基盤として活動する高齢者の自主的
な組織です。
②生きがいと健康づくりや生活を豊かにする活
動を行います。
③知識や経験を生かし、地域を豊かにする社会
活動にも取り組みます。

老人クラブとは？
おおむね60歳以上の方は誰でも入会できます。
　対象者は？

○スポーツ活動…グラウンドゴルフ、筋力アップ体操等
　　　　　　　　の健康づくりなど
○友愛活動…独居老人への一声活動など
○清掃活動…公園や学校などの清掃や、花植えなど
○地域見守り活動…児童の見守り活動など
○教養講座…健康講座、料理教室など
　　　　　　※地域により活動内容は異なります。

　どんな活動をしているの？

上里町では現在、20の単位クラブが各
地域で活動しています。
詳しくはお近くの老人クラブ会員か、下
記の事務局までお尋ねください。
問合せ
上里町老人クラブ連合会事務局
（高齢者いきいき課内）【☎35－1243】

▲グラウンドゴルフ大会の様子

上里町地域包括支援センター（高齢者いきいき課内）【☎35－1243】

地域包括支援センター地域包括支援センターをご存じですか？をご存じですか？
「介護や高齢者に関する相談窓口」

こんなときは　ぜひ
地域包括支援センターに相談してください！

転びやすくなったがどうすれば予防できる？

家事が大変になってきた…

介護をしながら仕事を続けられるか心配…

家族の介護のことで悩んでいる

介護に関する

相談

権利を守る

相談

忘れっぽくなっていて、お金の管理が不安…

近所に住む高齢者が虐待されているみたい？

※土・日：午前９時～午後４時まで、平日：午後８時までの相談も
　予約制で受け付けています。
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Care------------------------
介護

こむぎっちカフェ（認知症カフェ）に遊びにきませんか？

認知症の方や家族、地域の方、専門職

等、認知症に興味のある方なら誰でも参加

できる交流の場です。おしゃべりやレクリ

エーションをしながら楽しく過ごします。認

知症の方の介護に関する相談もお受けし

ています。

『こむぎっちカフェ』
（認知症カフェ）とは？

日　時…毎月第２火曜日、午後２時～３時30分
　　　　（状況により、短縮になることがあります）
会　場…イオンタウン上里２階フードコート
参加費…100円(飲み物代込み)
※事前の申込みは不要です。直接会場へお越しください。
　途中参加、途中退席も可能です。

問合せ…社会福祉法人英会栄華の里【☎34－2188】
　　　　高齢者いきいき課地域包括支援係【☎35－1243】

11月14日㈫は、「認知症家族のつどい」も
一緒に開催します！

上里町上里町
たまる健★幸たまる健★幸
マイレージマイレージ

「認知症家族のつどい」とは？
　認知症の方を介護している方が集まり、悩み・心配事・
体験談などを語り合う場です。
　ぜひ、お気軽にお越しください。

見守りキーホルダーを
ご活用ください
　高齢者が外出先で突然倒れたり保
護された場合に、印字された連絡先
に登録番号を伝えると、身元や緊急
連絡先が確認でき、必要な対応を行
うことができます。認知症状のある
方には、服や持ち物に貼り付けるこ
とができるシールも一緒にお渡しし
ています。
対象
　町内に住所のあるおおむね６５歳
以上の方で、高齢者世帯の方、日中
独居の方、認知症による症状がある
方、急な発作の恐れあるいは身体上
の慢性疾患があり、日常生活上注
意が必要な方等
費用…無料
申込・問合せ先
高齢者いきいき課地域包括支援係
【☎35－1243】

　認知症は誰にでも起こりうる「脳の病気」です。自分や家
族にとって他人事とはいえない「認知症」について学びませ
んか。修了者には、サポーター証をお渡しします。
　認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、でき
る範囲で認知症の方やその家族を見守り、支援する「応援者」
です。

日時…11月 14日㈫、午前 9時 30分～ 11時
　　　 ( 受付：午前９時 15分から )
会場…上里町町民福祉センター２階研修室
内容…認知症について基礎的な知識
講師…高橋　とし子　氏（認知症キャラバンメイト）
申込…11月 10日㈮までに下記までお申し込みください。
申込先・問合せ
高齢者いきいき課地域包括支援係【☎35－1243】

認知症サポーター養成講座

上里町上里町
たまる健★幸たまる健★幸
マイレージマイレージ

たまる健☆幸マイレージ対象事業
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Tax
------------------------

税

◆11月の開庁日 【休日】（午前８時30分～正午） 11月12日㈰
【夜間】（午後８時まで） 11月27日㈪
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。
※休日・夜間開庁の各種証明書は発行できません。

◆相談窓口の問合せ…税務課収税係【☎35－1221（内線1121～1126）】
　　　　　　　　　　※ 納税相談の場合は、あらかじめお電話でご連絡ください。

国民健康保険税第５期・固定資産税第
４期の納期限は11月30日㈭です。
税金のお納めには便利な口座振替を
ご利用ください。

納税相談窓口納税相談窓口 ～休日開庁・夜間開庁のお知らせ～

口座振替日は納期限日となります。残高不足
等で振替ができなかった場合、再度の振替は
できませんので、残高の確認をお願いします。

　町内において、法人あるいは個人で事業を営んでいる方や町内の事業所に機械等をリースしている方は、
毎年１月１日現在にその事業のために所有する構築物、機械、工具、器具、備品等について、税務課資産
税係に申告する必要があります。

固定資産税（償却資産）の申告について固定資産税（償却資産）の申告について

申告日時…令和６年１月４日㈭～ 31日㈬
　　　　　（土・日・祝日を除く）

申告方法…窓口、郵送、電子申告（eLTAX）

必要書類等
　償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産
用、減少資産用) 、「マイナンバーカード」または「通
知カードと本人確認書類」(個人事業主の場合）

申告が必要な方
　町内において、法人あるいは個人で事業を
営んでいる方や上里町内の事業所に機械等を
リースしている方
※郵送で申告される方で、償却資産申告書の控が
必要な場合は、お手数ですが切手を貼った返信
用封筒を同封してください。
問合せ…税務課資産税係
　　　　【☎35－1221】（内線：1111～1113）

申告期限
12月15日㈮ 取り壊したはずの取り壊したはずの

建物に固定資産税は建物に固定資産税は
課税されていません課税されていません
か？か？

　令和５年中に建物を取り壊した方、取り壊す予定
の方は、登記の有無にかかわらず『建物滅失申告』
を行ってください。令和５年中に取り壊した証明が
できない場合は、令和６年度も課税されてしまいま
す。期限までに申告をお願いします。

申告方法
　「建物滅失申告書」（税務課⑬番窓口に設置）に
必要事項を記入の上、税務課資産税係へ提出してく
ださい。固定資産税課税明細書（納税通知書に添付）
等で建物が特定できる場合は、電話でも受付できま
す。
※申告後、税務課職員が現地へ確認に伺います。

問合せ
税務課資産税係
【☎35－1221（内線：1111～1113）】

税務署からのお知らせ
個人・法人事業者の方向けに
「消費税のインボイス制度説明会」「消費税のインボイス制度説明会」
会　場…本庄税務署２階会議室
日　時…11月15日㈬、午後２時～４時
定　員…各回20名（事前予約制）

「インボイス登録要否相談会」「インボイス登録要否相談会」
会　場…本庄税務署１階面談室
日　時…11月17日㈮、午前10時～正午
その他…相談時間は1時間程度となります。
　　　　（相談時間は、ご予約の際にご案内します）

※駐車場には限りがありますので、公共の交通　
　機関をご利用ください。

問合せ
本庄税務署
法人課税部門【☎22-2112(ダイヤルイン）】
個人課税部門【☎22-2114(ダイヤルイン）】
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図書館・郷土資料館だより
☎34－0455
図書館ホームページ
https://www.lics-saas.
nexs-service.jp/kamisato/

11 月の図書館休館日
13 日㈪・30日㈭

みんなできてね！みんなできてね！
◆子どもシアター
日　時…11月11日㈯
　　　　午前11時から
作品名…『しまじろうのわお』
　　　　（20分程度）

◆絵本の読み聞かせ
□くまさんのポケット
日　時…11月８日㈬、22日㈬
　　　　午前11時から
□おはなし会（カッコーの会）
日　時…11月18日㈯
　　　　午後２時から

『カブトムシの謎をとく』（児童書）

小島　渉／著
筑摩書房／出版
【請求記号】
486 コ

【あらすじ】
　人気のある昆虫でありながら、
まだまだ分かっていないことが多
いカブトムシ。現時点で明らか
になった最新の研究成果とともに、
自然研究の魅力をたのしく伝えて
います。

今月のおすすめ新刊本
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開館時間…午前９時～午後７時

日時…12月10日㈰
　　　①午前11時～ 11時30分
　　　　くまさんのポケットスペシャル（幼児向け　保護者同伴）
　　　②午後２時～２時30分
　　　　キッズタイム（小学校低学年向け　ご家族もどうぞ）
内容…クリスマスの楽しいおはなし会　
定員…各回先着７組
申込…11月14日㈫から図書館カウンター、
　　　または、電話にてお申込みください。
　　　※詳細は、お問い合わせください。
問合せ…上里町立図書館【☎34－0455】

上里町立図書館事業上里町立図書館事業
クリスマスクリスマスおたのしみ会おたのしみ会

日時…11月４日㈯、５日㈰、午前10時～午後５時
会場…上里町立図書館２階会議室
内容…図書館で除籍した本（一般書・児童書）をお持ち帰りいただ
　　　けます。
　　　おひとり様10冊までといたします。無くなり次第終了とさせ
　　　ていただきます。
※お持ち帰り用の袋は各自ご用意ください。
※開館前からお並びになるのはご遠慮ください。
※転売目的、業者の方は参加をお断りします。
※詳細は、お問い合わせください。
問合せ…上里町立図書館【☎34－0455】

上里町立図書館事業上里町立図書館事業
図書館図書館ブックリサイクルブックリサイクル

※開館前からお並びになるのはご遠慮ください。
※転売目的、業者の方は参加をお断りします。
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康康健 イ ン 　 　 フォ メ ー シ ョン

保健センターからのお知らせ　問合せ【☎33－2550】
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かみさと「たまる健★幸マイレージ」コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上里町上里町

たまる健★幸たまる健★幸

マイレージマイレージ
◆「からだ改革塾2023」実践講座
①健康効果を高めるウォーキング講座

日　時…11月22日㈬、午前10時～ 11時30分
会　場…上里町保健センター集合

堤調節池運動公園グラウンド
（雨天時は、上里町民体育館を予定）

講　師…日本女子体育大学　教授　佐伯徹郎　氏
定　員…50名（先着順で定員になり次第締め切り）
持ち物…運動できる服装、運動靴、タオル、帽子

水分補給用飲料、リュックサックなど
※たまる健★幸マイレージに参加の方は、　
　ポイントカードまたはスマートフォン

健幸ポイント…100ポイント
申　込…11月17日㈮までに保健センターへ電話で

お申し込みください。

◆令和５年度健康長寿サポーター養成のためのオンライン講座のお知らせ

対象者…町内在住の方
　　　　※以前に受講された方も再度受講できます。
　　　　※オンライン受講ができない方は保健センターへご相談ください。
講座内容…生活習慣病予防などの健康づくり全般に関する講習動画を視聴する。
　　　　　※埼玉県の健康長寿サポーター養成講習の内容となります。
　　　　　　受講後、簡単な○×テストの実施。（10問中8問以上正解で合格）
用意するもの…パソコンまたはスマートフォン、タブレット、インターネット回線

※Ｗｉ-Ｆｉ環境推奨・データ通信にかかる費用は受講する方の負担となります。
申込期間…11月1日㈬～ 17日㈮
申込…右記申込フォームよりお申し込みください。
　　　http://www.town.kamisato.saitama.jp/6090.htm
　　　その後、保健センターよりメールで講習動画ＵＲＬを送付する。
　　　※申込者のみ閲覧できるよう限定的な公開となっています。
受講期間…11月24日㈮～ 12月25日㈪　　テスト回答期限…12月28日㈭
健幸ポイントの付与…期限内に回答し、合格した方には、100ポイントを付与します。

【健康長寿サポーターとは？】

健康長寿サポーター養成講習を修了し、次の行動に取り組んでいただく方です。
　（資格制度ではありません）
　①自分の健康のため、食や運動などの生活習慣の改善を実践する方
　②生活習慣の改善に関する知識を家族、友人、周りの皆さんに広めていただく方
　※上里町では、398人の方がすでに受講されています！

◀申込フォーム

上里町上里町

たまる健★幸たまる健★幸

マイレージマイレージ

②効果的な筋力トレーニング講座

日　時…12月７日㈭、午後１時30分～３時
会　場…上里町民体育館
講　師…日本女子体育大学　准教授　中丸信吾　氏
定　員…40名（先着順で定員になり次第締め切り）
持ち物…運動できる服装、室内用運動靴、タオル、

水分補給用飲料
※たまる健★幸マイレージに参加の方は、
　ポイントカードまたはスマートフォン

健幸ポイント…100ポイント
申　込…11月27日㈪までに保健センターへ電話で

お申し込みください。
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保健センター予定表 ☎33－2550 在宅当番医療機関
◆ 診察は午前中のみとなります。また当番医は変更になる
場合もありますので、確認してからお出かけください。

休 日の医療機関はこちらへ
11月
15日㈬５歳児健康相談
17日㈮３歳６か月児健康診査
20日㈪１歳６か月児健康診査
21日㈫３・４か月児健康診査
22日㈬７・８か月児健康診査
27日㈪赤ちゃん相談、ベビーマッサージ&ヨガ講座

※健診対象者へ個別で通知いたします。
※赤ちゃん相談は「完全予約制」になりました。

休日・夜間急患診療所
【本庄市保健センター内☎23－3322】
診療科目…内科系疾患
診 療 日…日曜・休日・年末年始
　　　　　平日木曜日夜間
診療時間…午前９時～正午
午後１時～４時、午後７時～ 10時
（平日木曜日夜間は午後８時～ 10時）
※健康保険証を持参してください
※ 夜間の診療は午後９時45分までに受付を
してください。

11月 3日㈮黒岩整形外科医院 ☎34－0551
11月 5日㈰あたご山クリニック ☎22－8733
11月12日㈰恵南クリニック ☎24－0008
11月19日㈰したら眼科クリニック ☎33－8333
11月23日㈭本庄皮膚科医院 ☎22－3233
11月26日㈰鈴木外科病院 ☎72－1235
12月 3日㈰関根内科外科医院 ☎77－7667

令和５年秋開始接種実施中です

初回接種を完了済みで追加接種可能な年齢の方は、
令和５年９月～令和６年３月31日の期間で１回接種を
受けられます。
　これまでに送付された接種券をお持ちの方は、お手
元にある接種券で接種を受けられます。
接種券がお手元にない方は接種券
の発行申請が必要です。町ホームペ
ージまたは相談窓口へお電話にてお
申込みください。

新型コロナウイルスワクチン
接種に関するお知らせ

接種費用無料接種費用無料 接種は強制ではありません接種は強制ではありません

上里町新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口
（上里町保健センター内）
☎0120－019－252(フリーダイヤル)
（午前９時～午後５時・平日のみ）

◆子宮頸がん予防接種費用助成金
　子宮頸がん予防接種の積極的勧奨の差控えにより、定期接種
の機会を逃した方が、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん
予防接種の任意接種を受けた場合に、その任意接種の費用の助
成を行います。
対象者
①令和４年４月１日時点で、上里町に住民登録がある方
②平成９年４月２日～平成17年４月１日生まれの女性
③16歳となる日の属する年度の末日までに、子宮頸がん予防接
種を３回接種していない方
④17歳となる日の属する年度の初日から令和３年度の末日まで
に日本国内の医療機関で２価または４価の子宮頸がん予防接
種の任意接種を受け、実費を負担した方
申請手続き
　申請書と次の書類を提出してください。
　・領収書等の支払った金額のわかる書類
・母子手帳等の接種した記録がわかる書類（必須）
※詳細については、保健センターまでご相談ください。

◆麻薬・覚せい剤・大麻乱用防止運動
　（10月１日～ 11月30日）
麻薬・覚せい剤・大麻・危険ドラッグなどの

薬物乱用は、健康を害する大変危険なもので、
自分の人生だけでなく、家族など周りの人たち
の人生までも狂わせてしまいます。
　特に大麻は、「体に害がない」などの誤った情
報で若者を中心に乱用が増加しています。
　薬物の誘いは、はっきり断りましょう。
　正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しま
しょう。薬物でお困りの人は、ご相談ください。
問合せ先…本庄保健所
　　　　　【☎0495－22－6481】
　　　　　県薬務課
　　　　　【☎048－830－3633】

◆献血&骨髄バンクドナー登録のお知らせ
日時…11月28日㈫
　　　午前10時～ 11時45分／午後１時～４時
会場…上里町役場（庁舎１階・町民ホール）

献血
対象…16歳から69歳までの健康な方
　　　※65歳以上の方の献血については、献血され
　　　　る方の健康を考え、60歳から64歳の間に
　　　　献血経験のある方に限ります。
骨髄バンクドナー登録
対象…18歳～ 54歳以下で健康な方
　　　体重　女性　40キロ以上
　　　　　　男性　45キロ以上
　　　※骨髄・末梢血管細胞の提供の内容を十分理解
　　　　していただいている方に限ります。
　献血間隔やその他不明な点は下記へお問い合わせく
ださい。
問合せ先…埼玉県赤十字血液センター
　　　　　【☎048－684－1511（代表）】▲WEB申込
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神
的
に
幼
い
三
女
が
、
小
学
四
年
生
や
六
年
生
の
姉
た
ち
に
対
し
て
、

上
手
に
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
辛
さ
を
、
私
に
ぶ
つ
け

て
き
ま
し
た
。
け
ん
か
の
内
容
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
の
気
持
ち
に
寄
り

添
う
こ
と
が
大
切
だ
と
、
娘
た
ち
の
姉
妹
げ
ん
か
か
ら
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。

　
さ
て
先
日
、
私
は
、
85
歳
の
父
親
と
一
緒
に
、
病
気
で
入
院
し
て
い
る
88

歳
の
伯
父
（
父
の
兄
）
の
お
見
舞
い
に
行
き
ま
し
た
。
や
っ
と
面
会
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
５
年
ぶ
り
の
再
会
で
す
。
は
っ
き
り
と
話
す
こ
と
が
で
き

ず
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
伯
父
と
、
同
じ
内
容
を
話
し
続
け
て

い
る
父
で
し
た
が
、
高
齢
の
兄
弟
は
、
お
互
い
に
良
い
表
情
で
楽
し
い
時
間

を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
父
と
伯
父
を
見
て
、「
兄
弟
っ
て
い
い
な
」
と

感
じ
た
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
ア
ラ
サ
ー
世
代
の
三
姉
妹
の
関
わ
り
合
い
を
見
て
も
、
姉
妹
っ
て

「
い
い
な
」
と
思
い
ま
す
が
、一
人
っ
子
も
、良
い
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

お
友
達
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
地
域
の
方
々
と
も
楽
し
く
過
ご
し
て
い
き
た
い

と
思
う
、
一
人
っ
子
の
独
り
言
で
す
。

い

ち

ご

い

ち

ご

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
コ
ラ
ム
47
　
支
援
員
　
天
野
喜
代
美

子育て世代包括支援センターからのお知らせ
問合せ…子育て共生課子育て支援係【☎35－1236】

　小・中学校の児童・生徒が安心して義務教育が受けられるよう、経済的にお困りの保護者に対して、
学用品費や給食費等の援助を行います。
▶就学援助制度
対　象…町立の小・中学校に就学または新入学を予定している児童・生徒の保護者で、次に該当する方
　　　　①生活保護は受けないがそれに準じてお困りの方
　　　　②町県民税等が非課税または減免された方
　　　　③児童扶養手当を受けている方　など
申　請…毎月 15日までに教育委員会へ申請
▶就学援助制度に伴う入学準備金
　就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費の支給が入学前に受けられます。
対　象…令和６年４月に上里町立の小・中学校に、新１年生として入学を予定している児童等の保護者で、

就学援助の認定を受けた方
申請日・支給予定月

申請日 支給予定月
11 月 30日㈭までの申請 入学前 (２月 )
12 月１日㈮以降の申請 入学後 (５～６月 )

申請先・問合せ…教育総務課教育庶務係【☎35－ 1246】

就学援助制度のご案内
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育育子 てて イ ン 　 　 フォ メ ー シ ョン

11 月は「いじめ撲滅強調月間」です11 月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら、一人で悩まず相談・通報してください

◆よい子の電話教育相談
【24時間 365日対応】
子ども用（18歳以下）※無料
　☎ # 7

なやみゼロゼロ
300　　　☎ 0120－ 8

ハロー
6 － 3

さいのくに
192

保護者用　　　　　☎ 048－ 5
ここ ろ
56 － 0

おは な し
874

Ｅメール相談　　　　 soudan@spec.ed.jp

◆いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
「いじめ」についての情報提供のみ受付
◆埼玉県警察少年サポートセンター
【平日、午前８時 30分～午後５時 15分】
（土日・祝日・年末年始除く）
少年用　　　　　　☎ 048－ 861－ 1152
保護者用　　　　　☎ 048－ 865－ 4152

◆埼玉いのちの電話
【 24 時間 365日対応】
☎ 048－ 645－ 4343
◆さいたまチャイルドライン
【毎日　午後４時～９時】
子ども専用（18歳以下）※無料
☎ 0120－ 99－ 7777
◆埼玉県こころの電話
心の健康や悩みに関する相談
【平日、午前９時～午後５時】
☎ 048－ 723－ 1447（土日・祝日・年末年始除く）
◆子どもの人権１１０番
心の健康や悩みに関する相談
【平日、午前８時 30分～午後５時 15分】※無料
☎ 0120－ 007－ 110（土日・祝日・年末年始除く）

七本木児童館土曜日親子事業
「親子運動遊び」

日　時…11月 25日㈯、午前 10時 30分から
会　場…七本木児童館
対　象…歩行可能な幼児と保護者　
講　師…コスモワールド
定　員…10組（先着順）
内　容…親子でいっしょに運動遊び
申　込…11月６日㈪、午前 9時から電話または
　　　　直接児童館へ
申込先・問合せ…七本木児童館【☎35－ 1356】

館館児児 事事童童 業業

◆子どもスマイルネット
【毎日　午前 10時 30分～午後６時】
☎ 048－ 822－ 7007（祝日・年末年始除く）

問合せ…埼玉県県民生活部青少年課
　　　　【☎ 048－ 830－ 2907】

パパと子どものわくわくマルシェ
「木工教室」

日　時…12月 16日㈯、午前 10時から
会　場…上里町男女共同参画推進センター
対　象…町内在住の小学生の父子
講　師…Bee工房
定　員…20組（先着順）
内　容…父と子で参加できる木を
　　　　使ったモノづくり教室
参加費…１組 300円（材料費相当）
　　　　※２つ以上製作する場合は
　　　　　作った個数× 300円
申　込…11月 13日㈪～ 12月１日㈮の間に
　　　　電話または下記WEBフォームから
　　　　お申し込みください。

申込先・問合せ…子育て共生課子育て支援係
　　　　　　　　【☎35－ 1236】

▲申込フォーム
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Living
------------------------

くらし

◀◀◀◀◀◀　１１月１日は「１１月１日は「彩彩の国教育の日の国教育の日」　」　▶▶▶▶▶▶

彩の国教育の日 検索
詳しくは県ホームページをご覧ください。

問合せ問合せ
上里町教育委員会教育指導課上里町教育委員会教育指導課
【☎【☎3535－ 1247】－ 1247】
埼玉県教育局生涯学習推進課埼玉県教育局生涯学習推進課
【☎ 048－ 830－ 6972】【☎ 048－ 830－ 6972】

　県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日か　県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日か
ら７日までを「彩の国教育週間」としています。ら７日までを「彩の国教育週間」としています。
　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの
事業が多数実施されます。　事業が多数実施されます。　
　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家族」「地域」の大切さ　この機会に、事業へ参加して理解を深め、身近な人と「自然」「人」「本」「家族」「地域」の大切さ
や思い出について語り合ってみませんか。や思い出について語り合ってみませんか。

▲シンボルマーク

PTA資源回収PTA資源回収のお知らせのお知らせ
長幡小学校

日時日時…11月 25日㈯、午前８時 30分～ 10時 30分…11月 25日㈯、午前８時 30分～ 10時 30分
　　　※　　　※延期の場合は、12月２日㈯延期の場合は、12月２日㈯
　　　　　　　　なお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けます。なお、その際は校舎屋上に赤い旗を取り付けます。
場所場所…上里町カントリーエレベーター…上里町カントリーエレベーター
　　　（東側駐車場）　　　（東側駐車場）
　　　　　　※西門より入場し、南門より退場する一方通行で※西門より入場し、南門より退場する一方通行で
　　　　　　　お願いいたします。　お願いいたします。
　　　　　　※※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶　新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、アルミ缶
　※※びん類・スチール缶・ペットボトル・布類等は回収できません。びん類・スチール缶・ペットボトル・布類等は回収できません。
回収方法回収方法
　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナにお入し、所定のコンテナにお入
れください。れください。
　※ PTA役員等による回収はありません。※ PTA役員等による回収はありません。
問合せ問合せ…長幡小学校【☎ 33－ 0907】…長幡小学校【☎ 33－ 0907】

賀美小学校
日時日時…11月 25日㈯、午前８時 30分から（小雨決行）…11月 25日㈯、午前８時 30分から（小雨決行）
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、11月 26日㈰に延期します。※雨天の場合は、11月 26日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌・古本、段ボール　新聞、雑誌・古本、段ボール
　※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま
　　せん。　　せん。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が各御家庭に回収に伺います。　ＰＴＡ役員が各御家庭に回収に伺います。
　※　※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい回収品は、必ず道路に面したわかりやすい
　　場所に出してください。　　場所に出してください。
問合せ問合せ…賀美小学校…賀美小学校
　　　　【☎ 33－ 0026】　　　　【☎ 33－ 0026】

※地域によって回収方法や回収品目が
異なりますのでご注意ください。

神保原小学校
日時日時…12月２日㈯、午前８時 30分から（小雨決行）…12月２日㈯、午前８時 30分から（小雨決行）
　　　　　　※午前８時までに回収品を出してください。※午前８時までに回収品を出してください。
　　　　　　※雨天の場合は、12月３日㈰に延期します。※雨天の場合は、12月３日㈰に延期します。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール　新聞、雑誌、段ボール
　※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま　※空き缶、空きビン、ペットボトル、古布等は回収できま　
　　せん。　　せん。
回収方法回収方法
　ＰＴＡ役員が各御家庭に回収に伺います。　ＰＴＡ役員が各御家庭に回収に伺います。
　※※回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出してください。回収品は、必ず道路に面したわかりやすい場所に出してください。
問合せ問合せ…神保原小学校【☎ 33－ 3074】…神保原小学校【☎ 33－ 3074】

七本木小学校
日時日時…12月 2日㈯・３日㈰…12月 2日㈯・３日㈰
　　　午前８時～午後４時（雨天決行）　　　午前８時～午後４時（雨天決行）
場所場所…七本木小学校校庭（出入口は南東門）…七本木小学校校庭（出入口は南東門）

※※搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。搬入の際は、交通事故等に十分注意してください。
回収品回収品
　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック　新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、牛乳パック
　※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。※スチール缶、空きビン、古布等は回収できません。
回収方法回収方法
　自家用車等で直接搬入自家用車等で直接搬入し、所定のコンテナへお入し、所定のコンテナへお入
れください。れください。
　※ PTA役員等による回収はありません。　※ PTA役員等による回収はありません。
問合せ問合せ…七本木小学校【☎ 33－ 0544】…七本木小学校【☎ 33－ 0544】
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ま ち の わ だ いま ち の わ だ い

　10月７日㈯に町内の小学生とその保護者による、米作り体
験教室の第３回目「稲刈り・天日干し」が行われました。
　参加した子どもたちは慎重に刈り取りを行い、保護者の方
が稲を束ね天日干しを行いました。親子で行う貴重な体験と
なりました。

上里町放課後子供教室ちゃれんじクラブ
米作り体験教室「稲刈り・天日干し」

令和５年度学校総合体育大会
卓球競技　関東大会出場
　上里中学校２年生の廣山絢葉さんが、７月 27日㈭、所
沢市民体育館にて開催された、学校総合体育大会県大会 卓
球女子シングルスの部で優勝し、県代表として８月 10日
㈭に山梨県で開催された関東大会へ出場しました。

　第 74回毎日書道展が国立新美術館、東京都美術館で開催さ
れ、金久保在住の南雲和夫さんが公募出品者の最高賞である
「毎日賞」を受賞されました

南雲和夫さん、
第 74回毎日書道展「毎日賞」受賞

固定資産評価審査委員会委員に
小林常雄氏
　固定資産評価審査委員の中島
美晴氏が、９月 29日付けで任期
満了となったため、９月定例議
会において、議会の同意を得て、
小林常雄氏が9月 30日付で選任
されました。 　▲小林常雄氏

公平委員会委員に
髙﨑靖夫氏
　公平委員会委員の大塚英一氏
が、９月 30日付けで任期満了
となったため、９月定例議会に
おいて、議会の同意を得て、髙
﨑靖夫氏が 10月１日付で選任
されました。 　▲髙﨑靖夫氏

『上里町消防団特別点検』
　　　　　　　　が実施されます
　消防団員が、日ごろの消防操法の訓練の成果を披
露する特別点検を実施します。見学ができますので、
ぜひご来場ください。
日　時…11月５日㈰、午前８時から
場　所…上里中学校校庭
問合せ…くらし安全課防災安全係
　　　　【☎35－1226】

教育委員会委員に
髙階良雄氏
　９月 30日をもって任期満了
となりました教育委員会委員の
髙階良雄氏が、９月定例議会
において、議会の同意を得て、
10月１日付で再任されました。 　▲髙階良雄氏
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ま ち の わ だ いま ち の わ だ い
１００歳高齢者表彰
　今年度１００歳を迎えられる川浦モトさん、森村トミ子さん、髙橋ひささん、木村嘉久子さん、中島サ
トさん、小林ぎんさん、井草ナカさん、堤千代子さん、須長良太郎さん、杉原ケヱさん、堤竹子さんへ、
内閣総理大臣からの祝状および記念品を伝達しました。

▲森村トミ子さん ▲髙橋ひささん▲川浦モトさん

　「二十歳の集い」の開催を以下のとおり予定しております。　「二十歳の集い」の開催を以下のとおり予定しております。
　対象の方には、12月中に案内状を発送いたします。　対象の方には、12月中に案内状を発送いたします。

日　時…令和６年１月７日㈰、午前９時30分（受付：午前９時から）
会　場…ワープ上里（上里町総合文化センター） 　　
対象者…平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれの方

就職・就学などで町外へ転出している方へ
　就職・就学等で町外に転出されている方のうち、上里町成人式へ参加希望の方は、氏名・住所・
電話番号を11月24日㈮までに生涯学習課へご連絡ください。改めて案内状を発送いたします。　

問合せ…生涯学習課生涯学習係【☎35－1245】

▲木村嘉久子さん

▲小林ぎんさん ▲井草ナカさん▲中島サトさん ▲堤千代子さん

▲杉原ケヱさん ▲堤竹子さん▲須長良太郎さん
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河
川
敷

裁
判
の
指
導
者
で
あ
る
飯
塚
廣

太
郎
さ
ん
を
題
材
に
稽
古
を
行

い
、
上
里
町
郷
土
芸
能
祭
内
で

発
表
会
を
行
い
ま
す
。

※
保
護
者
の
参
加
は
任
意
・
保

護
者
参
加
は
児
童
１
人
に
つ
き

２
名
ま
で

定
員
…
各
10
組
（
申
込
者
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

費
用
…
無
料

申
込
…
11
月
７
日
㈫
、
午
前
10

時
か
ら
11
月
14
日
㈫
午
後
４
時

ま
で
に
左
記
コ
ー
ド
よ
り
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
抽
選
の
結
果
は
申
込
者
全
員

に
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
合
せ
…
（
公
財
）
本
庄
早
稲

田
国
際
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
【
☎

24-

７
４
５
５
】

　
上
里
町
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
で
は
「
Ｗ
о
ｍ
ｅ
ｎ

現
代
の
吟
子
た
ち
に
聞
く
」
を

テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し

ま
す
。

　
荻
野
吟
子
は
多
く
の
困
難
を

乗
り
越
え
、
日
本
で
最
初
の
公

認
女
性
医
師
に
な
っ
た
人
物
で

す
。
埼
玉
県
で
は
、
荻
野
吟
子

の
不
屈
の
精
神
を
今
に
伝
え
る

先
駆
的
な
活
動
な
ど
を
通
じ

て
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に

顕
著
な
功
績
の
あ
っ
た
個
人
や

団
体
等
に
「
さ
い
た
ま
輝
き
荻

野
吟
子
賞
」を
贈
っ
て
い
ま
す
。

同
賞
を
受
賞
さ
れ
た
方
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
自
分
ら
し
く

日
時

《
稽
古
》令
和
6
年
1
月
21
日
〜

2
月
11
日（
午
前
10
時
〜
午
後
１

時
）
ま
で
の
毎
週
日
曜
日
と
2

月
17
日
㈯（
午
後
１
時
〜
３
時
）

《
発
表
会
》
2
月
18
日
㈰
（
上
里

町
郷
土
芸
能
祭
内
で
発
表
）

会
場
…
ワ
ー
プ
上
里

定
員
…
20
名
（
先
着
順
で
定
員

に
な
り
次
第
締
切
）

費
用
…
３
０
０
０
円（
6
回
分
）

※
年
齢
不
問
・
未
就
学
児
は
無
料

申
込
…
1
月
13
日
㈯
、
午
後
5

時
ま
で
に
ワ
ー
プ
上
里
へ

申
込
先
・
問
合
せ
…
ワ
ー
プ
上

里【
☎
34-
０
４
８
８
】

早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
の

留
学
生
や
学
院
生
と
一
緒
に
、

英
語
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
や
ク
イ

ズ
を
し
ま
す
。
英
語
上
達
で
大

事
な
こ
と
は
実
際
に
使
っ
て
み

る
こ
と
で
す
。
学
校
で
勉
強
し

た
英
語
を
使
っ
て
、
楽
し
い
時

間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
！

日
時
…
12
月
３
日
㈰

①
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

②
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　

※
①
・
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択

会
場
…
早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
４
階

内
容
…
英
語
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム

や
ク
イ
ズ
・
国
際
交
流

対
象
…
小
学
４
年
生
〜
６
年
生

と
保
護
者

生
き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
や
様
々

な
苦
労
や
壁
に
ぶ
つ
か
る
中
で

ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
た
か
な

ど
を
紹
介
し
ま
す
。

展
示
期
間

<

町
役
場
町
民
ホ
ー
ル>

12
月

５
日
㈫
〜
８
日
㈮

<

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン

タ
ー>

12
月
11
日
㈪
〜
15
日
㈮

両
会
場
と
も
に
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分
（
土
日
を
除

く
）

問
合
せ
…
上
里
町
男
女
共
同

参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
【
☎
35-

１
３
５
７
】

日
時
…
11
月
25
日
㈯
、
午
前
10

時
〜
正
午

会
場
…
上
里
町
立
図
書
館
２
階

会
議
室

内
容
…
古
代
の
人
々
が
身
に
付

け
て
い
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
勾

玉
を
作
り
ま
す
。

講
師
…
上
里
町
出
土
文
化
財
管

理
セ
ン
タ
ー
職
員　

林
道
義　

氏対
象
…
小
学
１
年
生
〜
６
年
生

ま
で
の
児
童
と
そ
の
保
護
者

定
員
…
６
組

費
用
…
無
料

申
込
…
11
月
14
日
㈫
か
ら
図
書

館
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
、
電

話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
…
上
里
町
立
図
書
館

【
☎
34-
０
４
５
５
】

Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｄ
Ａ　
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｊ
Ｏ

Ｅ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｈ　
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ

を
開
催
し
ま
す

男
女
共
同
参
画
パ
ネ
ル
展

を
開
催
し
ま
す

第
39
回
本
庄
市
児
玉
郡

　
　
　
　
　
　
　
合
唱
祭

ワ
ー
プ
上
里
演
劇
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

▲
 本
庄
早
稲
田
国
際

　
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク

　
Ｈ
Ｐ

親
子
歴
史
講
座

　
　
　
　
「
勾
玉
づ
く
り
」

25 広報かみさと No.654



広
告

　
　

　
毎
年
、
11
月
12
日
か
ら
11
月

25
日
は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力

を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

こ
の
運
動
期
間
に
合
わ
せ
、
相

談
窓
口
カ
ー
ド
の
配
布
や
パ
ー

プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
行
い
ま

す
。

　

パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

は
、
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

暴
力
の
根
絶
を
広
く
呼
び
か
け

る
と
と
も
に
、
被
害
者
に
対
し

て
「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

期
間
…
11
月
13
日
㈪
〜
27
日
㈪

場
所
…
町
役
場
町
民
ホ
ー
ル

問
合
せ
…
上
里
町
男
女
共
同
参

画
推
進
セ
ン
タ
ー
【
☎
35-

１
３
５
７
】

　
　お

店
の
集
客
Ｐ
Ｒ
ツ
ー
ル
と
し

て
、
動
画
を
使
っ
て
み
た
い
と

い
う
方
に
簡
単
に
動
画
を
作
れ

る
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
動
画
の
作
り

方
を
覚
え
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

ア
ッ
プ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時
…
12
月
１
日
㈮
、
午
後
２

時
〜
４
時

会
場
…
上
里
町
商
工
会
２
階
会

議
室

定
員
…
20
名

申
込
み
…
左
記
申
込
フ
ォ
ー
ム

よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

申
込
先
・
問
合
せ
…
上
里
町

社
会
福
祉
協
議
会
【
☎
33-

４
２
３
２
】

　
県
議
会
議
長
や
主
要
会
派
の

議
員
が
県
議
会
や
議
員
の
仕
事

に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｍ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｋ

５
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｚ
」

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
落
語
家
の

三
遊
亭
鬼
丸
さ
ん
と
楽
し
い

ト
ー
ク
を
展
開
し
ま
す
。

日
時
…
11
月
27
日
㈪
〜
30
日
㈭

午
後
２
時
６
分
〜
２
時
21
分

（
Ｆ
Ｍ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｋ
５
の
「
Ｇ
Ｏ

Ｇ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｚ
」
の
ワ
ン
コ
ー

ナ
ー
と
し
て
放
送
）

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

埼
玉
県
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
県
議
会
事
務
局
政
策

調
査
課
広
報
担
当
【
☎
０
４
８

-

８
３
０-

６
２
５
７
】

参
加
費
…
無
料

申
込
先
・
問
合
せ
…
上
里
町
商

工
会【
☎
33-

０
５
２
０
】

日
時
…
11
月
11
日
㈯
〜
25
日
㈯

の
毎
週
土
曜
日
、
午
後
4
時
〜

6
時（
全
３
回
）

会
場
…
長
久
保
公
園
テ
ニ
ス

コ
ー
ト

対
象
…
町
内
在
住
の
小
学
１
年

生
か
ら
６
年
生

参
加
費
…
８
０
０
円
（
ス
ポ
ー

ツ
傷
害
保
険
代
）

申
込
み
…
11
月
11
日
㈯
ま
で
に

左
記
電
話
番
号
へ

申
込
先
・
問
合
せ
…
上
里
町

ジ
ュ
ニ
ア
テ
ニ
ス
ス
ポ
ー
ツ
少

年
団
【
☎
０
９
０-
９
８
１
７

-

１
８
１
３
】

日
時
…
12
月
１
日
㈮
〜
15
日
㈮

の
毎
週
金
曜
日
、
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分（
全
３
回
）

会
場
…
福
祉
町
民
セ
ン
タ
ー
２

階
研
修
室

対
象
…
児
玉
郡
市
在
住
、
在
勤

者
で
手
話
を
は
じ
め
て
学
ぶ
方

内
容
…
初
心
者
を
対
象
に
、
仕

事
や
日
常
で
活
用
で
き
る
簡
単

な
手
話
表
現
を
学
び
ま
す
。

講
師
…
本
庄
市
児
玉
郡
広
域
聴

覚
障
害
者
福
祉
協
会

定
員
…
20
名

参
加
費
…
無
料

　
　

　

自
筆
証
書
遺
言
書
を
作
成
し

た
本
人
が
、
法
務
局
に
遺
言
書

の
保
管
を
申
請
で
き
る
制
度
で

す
。

　

保
管
制
度
を
利
用
す
る
と
、

遺
言
書
の
紛
失
、
改
ざ
ん
等
を

防
止
で
き
る
ほ
か
、
家
庭
裁
判

所
の
検
認
手
続
き
も
不
要
と
な

り
ま
す
。

　

詳
し
い
手
続
き
は
、
法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
、
さ

い
た
ま
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
さ
い
た
ま
地
方
法

務
局
熊
谷
支
局
【
☎
０
４
８-

５
２
４-

８
８
０
５
】

　
令
和
6
年
４
月
１
日
か
ら
、

相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し

た
相
続
人
は
、
そ
の
取
得
を

知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相

続
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
相
続
登
記
の
申
請
の

義
務
化
は
、
令
和
６
年
４
月
１

日
よ
り
前
に
亡
く
な
っ
た
方
の

法
務
局
に
預
け
て
安
心
！

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

ス
マ
ホ
で
伝
わ
る
Ｐ
Ｒ
動

画
を
作
ろ
う
！
セ
ミ
ナ
ー

上
里
町
ジ
ュ
ニ
ア
テ
ニ
ス
教
室

埼
玉
県
議
会
広
報
ラ
ジ
オ
番
組

「
埼
玉
県
議
会
に
お
じ
ゃ
ま

し
ま
ー
す
！
」▲

 埼
玉
県
議
会
Ｈ
Ｐ

生
活
情
報

▲
 法
務
省
Ｈ
Ｐ

植 村 学 習 塾（小５～中３）
★上里北中エリア限定

教室：神保原町433－4
℡ 090－4922－1060（SMS対応）

おかげさまで30周年

•新年度生募集スタート（新小５･６・新中１･２・３）早期割引あり‼
•北中で上位を目指したい方に最適・５教科総合指導
•小学：算数・国語（読解力養成）充実！
•小６英語〔書き・基礎文法〕を習得！

広報を見た。
で割引！

Twitter＃植村塾♣『塾ナビ』、『エキテン』サイトに掲載中♣

は
じ
め
て
の
手
話
体
験
教
室

参
加
者
募
集

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動

相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化

さ
れ
ま
す

▲
 申
込
フ
ォ
ー
ム
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相
続
に
つ
い
て
も
対
象
に
な
り

ま
す
。

　
正
当
な
理
由
が
な
く
義
務
に

違
反
し
た
場
合
は
、
10
万
円
以

下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　
今
の
う
ち
か
ら
、
土
地
・
建

物
の
相
続
登
記
に
備
え
ま
し
ょ

う
！

　
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
法
務

局
へ
お
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、

法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
さ
い
た
ま
地
方
法

務
局
本
庄
出
張
所
【
☎
22-

３
２
６
４
】

日
時
…
12
月
８
日
㈮
、
午
後
１

時
〜
４
時

会
場
…
は
に
ぽ
ん
プ
ラ
ザ
多
目

的
ホ
ー
ル
（
本
庄
市
銀
座
１-

１-

１
）

内
容
…
道
路
、
年
金
、
雇
用
、

登
記
・
相
続
関
係
、
税
金
、
法

律
問
題
等
に
関
す
る
意
見
・
要

望
、
問
合
せ
な
ど

申
込
み
…
11
月
30
日
㈭
、
午
前

10
時
か
ら
電
話
申
込

申
込
先
・
問
合
せ
…
総
務

省
関
東
管
区
行
政
評
価
局

【
☎
０
５
０-

３
６
４
９-

９
８
６
３
】

問
合
せ
…
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
本

庄
職
業
紹
介
部
門
【
☎
22-

２
４
４
８
】

60
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
生
活

を
豊
か
に
過
ご
す
た
め
に
、
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員

に
な
り
ま
せ
ん
か
。
健
康
で
働

く
意
欲
の
あ
る
方
を
大
募
集
し

て
い
ま
す
。

　
「
年
金
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と

心
配
！
」

　
そ
ん
な
あ
な
た
に
、
ち
ょ
う

ど
い
い
働
き
方
が
見
つ
か
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
お
仕
事
説
明
会
」で
は
、
ど

の
よ
う
な
仕
事
が
あ
る
の
か
、

会
員
に
な
る
た
め
の
手
続
き
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
等
、
わ

か
り
や
す
く
ご
説
明
い
た
し
ま

す
。

　
ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時
…
11
月
14
日
㈫
、
午
後
１

時
30
分
か
ら

会
場
…
上
里
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
（
上
里
町
大
字
神
保

原
町
１
４
０
１
）

　
不
動
産
に
関
し
て
知
り
た
い

こ
と
、
心
配
ご
と
、
困
り
ご
と

等
、
公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
が
相
談
員

と
し
て
認
定
し
た
宅
地
建
物
取

引
士
が
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
…
11
月
16
日
㈭
、
午
後
１

時
〜
４
時

会
場
…
（
公
社
）
埼
玉
県
宅
地

建
物
取
引
業
協
会
本
庄
支
部

（
本
庄
市
朝
日
町
３-

１-

19
）

定
員
…
６
名（
事
前
申
込
）

申
込
先
・
問
合
せ
…
（
公
社
）

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

本
庄
支
部
【
☎
24-
６
５
０
６

（
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
）】

日
時
…
11
月
29
日
㈬
、
午
後
１

時
30
分
〜
４
時
30
分
（
受
付
：

午
後
1
時
〜
1
時
25
分
）

会
場
…
本
庄
商
工
会
議
所
２
階

大
ホ
ー
ル

内
容
…
お
お
む
ね
55
歳
未
満
の

方
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
本
庄
管
内

企
業
人
事
担
当
者
と
の
個
別
面

接参
加
企
業
…
15
社（
予
定
）

持
ち
物
…
履
歴
書
（
応
募
企
業

数
に
応
じ
て
複
数
枚
用
意
し
て

く
だ
さ
い
）、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
紹
介
状
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
受

付
票

※
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
上
里
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
【
☎
33-

４
２
３
１
】

　
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
族
な
ど

の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償

で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上

の
お
世
話
や
援
助
を
し
て
い
る

方
で
す
。

ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と

の
な
い
社
会
を
目
指
し
、
県
で

は
11
月
を「
ケ
ア
ラ
ー
月
間
」と

定
め
、
集
中
的
な
広
報
啓
発
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
県
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
…
県
地
域
包
括
ケ
ア

課
地
域
包
括
ケ
ア
担
当
【
☎

０
４
８-

８
３
０-

３
２
５
６
】

日
時
…
11
月
25
日
㈯
、
午
後
１

時
30
分
〜
３
時
30
分

会
場
…
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
ホ
ー
ル

テ
ー
マ
…
ひ
き
こ
も
り
を
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
考
え
る

内
容

<

第
一
部>

講
演
「
誰
で
も
が

住
み
よ
い
共
生
の
町
を
め
ざ
し

て
」

講
師
…
谷
口　
明
廣　
氏

<

第
二
部>

語
り
合
い
の
時
間
「
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
考
え
る
ひ
き
こ
も

り
」

問
合
せ
…
ひ
き
こ
も
り
の
家

族
と
支
え
合
う
会
事
務
局
【
☎

０
８
０-

３
０
２
８-

４
１
５
３
】

日
時
…
11
月
15
日
㈬
〜
21
日

㈫
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時※
た
だ
し
、
11
月
18
日
㈯
、
19

日
㈰
は
、
午
前
10
時
〜
午
後
５

時電
話
番
号
…
【
☎
０
５
７
０-

０
７
０-

８
１
０
】

担
当
…
法
務
局
職
員
お
よ
び
人

権
擁
護
委
員

問
合
せ
…
さ
い
た
ま
地
方
法
務

局
人
権
擁
護
課
【
☎
０
４
８-

８
５
１-

１
０
０
０
】

不
動
産
無
料
相
談
会

本
庄
一日
合
同
行
政
相
談
所

本
庄
地
域
就
職
面
接
会

〜
若
年
者
と
就
職
氷
河
期
世

代
の
就
職
を
応
援
し
ま
す
〜

上
里
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

「
お
仕
事
説
明
会
」

「
誰
か
を
支
え
る
あ
な
た
も
支
え
る
」

11
月
は
ケ
ア
ラ
―
月
間

▲
 埼
玉
県
Ｈ
Ｐ

全
国一斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

上
里
町
の
ひ
き
こ
も
り
を
考

え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
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国
税
庁
で
は
、「
こ
れ
か
ら

の
社
会
に
向
か
っ
て
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
国
民
の
皆
様
に
租

税
の
意
義
や
役
割
、
税
務
行
政

に
対
す
る
知
識
と
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
、
毎
年
11
月

11
日
か
ら
17
日
を
「
税
を
考
え

る
週
間
」
と
し
て
、
集
中
的
に

様
々
な
広
報
広
聴
施
策
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、「
国
税
庁
の
取

組
」や「
税
に
関
す
る
情
報
」を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会

に
、
税
の
役
割
や
仕
組
み
に
つ

い
て
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

問
合
せ
…
本
庄
税
務
署
【
☎

22-

２
１
１
１
】

　
国
税
に
関
す
る
電
話
相
談
に

つ
い
て
は
、
全
国
の
国
税
局
に

設
置
さ
れ
て
い
る
「
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
」
に
お
い
て
集
中
的

に
受
け
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
国
税
庁
で
は
、
次
の
と

お
り
、
全
国
一
律
の
電
話
番
号

で「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」に
つ

な
が
る「
電
話
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

勤
務
期
間
…
令
和
6
年
２
月
１

日
〜
３
月
31
日
の
う
ち
、
１
〜

２
か
月
程
度
（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）

勤
務
時
間
…
午
前
９
時
〜
午
後

４
時
の
う
ち
４
〜
６
時
間

勤
務
内
容
…
書
類
整
理
、
デ
ー

タ
入
力
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
操

作
補
助
な
ど

時
給
…
１
０
３
０
円
か
ら
（
給

与
改
定
が
あ
る
場
合
は
変
更
あ

り
）

通
勤
手
当
…
交
通
費
相
当
額

募
集
人
員
…
20
名
程
度

申
込
方
法
…
電
話
申
込

※
勤
務
内
容
に
よ
り
、
勤
務
期

間
や
勤
務
時
間
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記

ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。

申
込
先
・
問
合
せ
…
本
庄
税
務

署
総
務
課
【
☎
22-

２
１
１
１

（
音
声
案
内
２
を
選
択
）】

《
一
般
曹
候
補
生
》

受
付
期
間
…
11
月
30
日
㈭
ま
で

受
験
資
格
…
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
方
（
採
用
予
定
月
の
1
日

現
在
）

を
導
入
い
た
し
ま
す
。

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
【
☎

０
５
７
０-

０
０-

５
９
０
１
】

※
11
月
1
日
㈬
か
ら
利
用
で
き

ま
す
。

受
付
時
間
…
平
日
午
前
8
時
30

分
〜
午
後
5
時
（
土
・
日
・
祝

日
お
よ
び
12
月
29
日
〜
1
月
3

日
を
除
く
）

問
合
せ
…
本
庄
税
務
署
【
☎

22-

２
１
１
１
】

場
所
…
四
ツ
谷
住
宅

戸
数
…
５
戸

間
取
り
…
３
Ｄ
Ｋ

家
賃
…
１
７
８
０
０
円
〜

２
９
２
０
０
円

通
学
区
域
…
上
里
東
小
・
上
里

北
中

受
付
期
間
…
11
月
15
日
㈬
ま
で

（
土
・
日
・
祝
を
除
く
）

※
申
込
用
紙
は
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

入
居
予
定
日
…
令
和
５
年
12
月

中
旬
以
降
か
ら
可
。

※
募
集
戸
数
を
超
え
る
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
。

（
抽
選
日
：
11
月
24
日
㈮
）

※
入
居
者
の
条
件
や
選
考
方
法

等
の
詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
…
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
施
設
管
理
係
【
☎
71-

６
５
１
１
】

試
験
期
日

【
１
次
試
験
】

12
月
９
日
㈯
〜
12
月
12
日
㈫
の

う
ち
、
指
定
さ
れ
た
日

【
２
次
試
験
】

令
和
6
年
１
月
11
日
㈭
〜
１
月
14

日
㈰
の
う
ち
、
指
定
さ
れ
た
日

合
格
発
表

【
１
次
】12
月
22
日
㈮

【
最
終
】令
和
６
年
１
月
29
日
㈪

入
隊
時
期
…
令
和
６
年
４
月
予
定

《
自
衛
官
候
補
生
》

受
付
期
間
…
12
月
４
日
㈪
ま
で

受
験
資
格
…
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
方
（
採
用
予
定
月
の
1
日

現
在
）  

試
験
期
日

【
１
次
試
験（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
）】12

月
８
日
㈮
、
９
日
㈯
の
う
ち
、

い
ず
れ
か
１
日

【
２
次
試
験（
面
接
お
よ
び
身
体

検
査
）】

12
月
15
日
㈮
〜
12
月
17
日
㈰
の

う
ち
指
定
さ
れ
た
１
日

入
隊
時
期
…
令
和
６
年
４
月
末
予
定

問
合
せ
…
自
衛
隊
埼
玉
地
方

協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務

所
【
☎
０
４
８-

５
２
２-

４
８
５
５
】

募
　
　
　
集

　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機

構（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）は
、
開
発
途
上

国
で
現
地
の
人
々
と
同
じ
生
活

を
し
な
が
ら
、
と
も
に
働
き
、

人
づ
く
り
、
国
づ
く
り
に
貢
献

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

て
い
ま
す
。　

　
秋
募
集
の
説
明
会
も
開
催
し

ま
す
。

応
募
受
付
期
間
…
11
月
1
日
㈬

〜
12
月
11
日
㈪

<

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊

２
０
２
３
年
秋
募
集
説
明
会>

日
時
…
11
月
23
日（
木
・
祝
）、

午
後
2
時
〜
４
時
（
入
退
場
自

由
）

場
所
…
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
８

階
会
議
室
８
０
２・８
０
３・８
０
４

参
加
費
…
無
料
。
予
約
不
要
。

そ
の
他
…
他
の
地
域
の
説
明
会

に
つ
い
て
は
左
記
ま
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
（
公
社
）
青
年
海
外

協
力
協
会
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ａ
あ
ー
す

（
業
務
委
託
先
）【
☎
０
４
５-

４
１
０-

８
９
２
３
】

【
本
庄
税
務
署
】

「
税
を
考
え
る
週
間
」

▲
 国
税
庁
Ｈ
Ｐ

【
本
庄
税
務
署
】

「
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

自
衛
官
等
採
用
試
験

【
本
庄
税
務
署
】

　
　
　
非
常
勤
職
員
の
募
集

▲
 自
衛
隊
埼
玉
地
方　

　
協
力
本
部
Ｈ
Ｐ

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
募
集
！

▲
 Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外　

　
協
力
隊
Ｈ
Ｐ

税
務
署
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おしらせコーナーおしらせコーナー

広
告

11月 日常生活に関する悩み事、困り事の相談を無料でお受け
します。秘密は厳守します。

消費生活相談窓口
受付
時間

午前９時30分～11時30分
午後１時～３時30分

月 火 水 木 金 土
上里町役場産業振興課内【☎35－1232】 ○ 〇
本庄市役所商工観光課内【☎25－1175】 〇 ○ 〇 〇
消費生活支援センター熊谷
（受付時間：午前9時～午後4時）

【☎048－524－0999】　　○ ○ ○ ○ ○
【☎048－261－0999】　　 ○（☎のみ）

消費者ホットライン【☎188】音声ガイダンスの案内により、市町村または県の相談窓口につながります。

相　談 日　時 会　場 申込み 問合せ

心配ごと相談 16日㈭、午後１時30分～３時

福祉町民センター

当日会場へ
上里町社会福祉協議会
【☎33－4232】

法律相談 21日㈫、午後２時15分～４時15分
予約制（先着4名まで）
10日㈮、午前８時30分

から電話予約

行政相談 12月７日㈭、午後１時30分～４時

当日会場へ

町民福祉課
【☎35－1224】

児童相談 16日㈭、午後１時30分～３時

人権相談 16日㈭、午後１時30分～４時
男女共同参画推進
センター

子育て共生課
【☎35－1236】

女性のための
悩みごと相談 ８日㈬、22日㈬、午後１時～４時

当日までに予約

男女共同参画推進センター
【☎35－1357】

認知症・成年
後見制度相談 毎週木曜日、午後１時30分～４時 高齢者いきいき課 高齢者いきいき課

【☎35－1243】

【
社
会
人
選
考
試
験
】

出
願
期
日
…
11
月
６
日
㈪
〜
10

日
㈮
※
必
着

試
験
日
…
11
月
19
日
㈰

試
験
科
目
…
小
論
文
・
面
接

受
験
資
格
…
高
等
学
校
卒
業
者

ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
。

職
業
人
と
し
て
1
年
以
上
の
勤

務
経
験
の
あ
る
方
。

【
一
般
選
考
試
験
】

出
願
期
日
…
11
月
27
日
㈪
〜
12

月
１
日
㈮
※
必
着

試
験
日
…
12
月
10
日
㈰

試
験
科
目
…
現
代
文
・
選
択
科

目
（
数
学
Ⅰ
・
生
物
基
礎
・
英

語
Ⅰ
か
ら
１
科
目
選
択
）・
小

論
文
・
面
接

受
験
資
格
…
高
等
学
校
卒
業
者

（
令
和
６
年
３
月
卒
業
見
込
み

の
方
を
含
む
）
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
方

※
詳
し
く
は
本
校
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
…
本
庄
児
玉
看
護
専
門

学
校【
☎
35-

２
０
７
７
】

本
庄
児
玉
看
護
専
門
学
校

令
和
６
年
度
入
学
生
選
考
試
験

看護学校
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広
告

入 札 の 結 果 ※消費税抜きの契約金額です。

◆ 令和５年９月14日　開札

工事等名 落札金額 落札業者

① 令和５年度　上里町営住宅火災報知器購入 630,000円 株式会社本庄防災設備

② 令和５年度　上里町立小中学校消防設備改修工事 1,421,000円 株式会社本庄防災設備

③ 令和５年度　上水道配水支管布設（5-2）工事 26,470,000円 東和建設株式会社

工事等名 落札金額 落札業者

④ 令和５年度　七本木地内（町道5283号線）舗装修繕工事 4,670,000円 美山土建興業株式会社

⑤ 令和５年度　長浜地内（町道
2431・2435号線）側溝布設工事 5,640,000円 東和建設株式会社

脇島正法律事務所
埼玉弁護士会所属　弁護士　脇島　正

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

〒367-0030 本庄市早稲田の杜4-1-8
http://wakishima-law.jp/　webからも予約できます

初回相談料無料
予約制  受付時間：平日9:30～18:00
TEL 0495-71-6520 夜間・土日

応相談

火を消して不安を消してつなぐ未来

～４つの習慣～～４つの習慣～
➊➊寝たばこは絶対にしない、させない。寝たばこは絶対にしない、させない。
➋➋ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
➌➌こんろを使うときは火のそばを離れない。こんろを使うときは火のそばを離れない。
➍➍コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

問合せ…児玉郡市広域消防本部予防課
　　　　【☎ 24－ 8392】

令和５年令和５年秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動を実施しますを実施します

火災予防ポスター展の開催火災予防ポスター展の開催
　児玉郡市内の小学校４・５・６年生が描いてくれた　児玉郡市内の小学校４・５・６年生が描いてくれた
火災予防に関するポスターで、学校ごとに選出された火災予防に関するポスターで、学校ごとに選出された
212点の作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。212点の作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。
展示期間：11月６日㈪～ 19日㈰展示期間：11月６日㈪～ 19日㈰
展示場所：ウニクス上里展示場所：ウニクス上里
　　　　　【上里町七本木 2272　　　　　【上里町七本木 2272－ 1】1】

～住宅防火　いのちを守る　１０のポイント～～住宅防火　いのちを守る　１０のポイント～

～６つの対策～～６つの対策～
➊➊火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等
は安全装置の付いた機器を使用する。は安全装置の付いた機器を使用する。
➋➋火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を
定期的に点検し、10年を目安に交換する。定期的に点検し、10年を目安に交換する。
➌➌火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、
寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
➍➍火災を小さいうちに消すために、消火器等を設火災を小さいうちに消すために、消火器等を設
置し、使い方を確認しておく。置し、使い方を確認しておく。
➎➎お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避
難方法を常に確保し、備えておく。難方法を常に確保し、備えておく。
➏➏防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、
地域ぐるみの防火対策を行う。地域ぐるみの防火対策を行う。

実施期間：11月９日㈭～ 15日㈬実施期間：11月９日㈭～ 15日㈬

2023年度全国統一防火標語2023年度全国統一防火標語

入 札 の 結 果 ※消費税抜きの契約金額です。

埼玉県内で自転車盗難が多発しています！埼玉県内で自転車盗難が多発しています！
　本庄警察署管内でも、令和５年１月から９月までの間、70件の自転車盗難が発生しています。
　上里町では 28 件発生しています。
　自転車盗難は、誰もが被害者となり得る日常生活に身近な犯罪です。
　大切な自転車を守るため、「鍵をかける習慣」、「ワイヤー錠で二重ロック」、「路上に放置しない」を心掛け、
被害を未然に防止しましょう。
問合せ…本庄警察署【☎ 22－ 0110】
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ひとのうごき

お悔やみ申し上げますお悔やみ申し上げます

町の人口（令和５年９月末日現在）
総人口……30,543  人 ［＋28 ］
　男………15,242 人 ［＋21 ］
　女………15,301 人 ［＋  7 ］
世帯数……13,465世帯 ［＋ 39］
　　　　　　 [　]は前月との比較
出　生……15 死　亡……39
転入等……131 転出等……79

行政区分 氏　　　名 保護者

[ 金 上 ] 森　 優 月 （ ゆづき ） 亮介

［ 金 下 東 ］ 栗 原　 祷 （ いのり ） 悠希

［ 堀 込 ］ 真 塩 葵 帆 （ きほ ） 達也

［ 東 宮 ］ 武 者 愛 羽 （ いとは ） 瑞樹

[ 十八軒四軒家 ] 飯 塚 一 恭 （ ひたか ） 敬洋

［ 東 大 南 ］ 関 口 碧 人 ( あおと ) 卓真

田 島　 來 ( らい ) 魁

[ 寺 西 ］ 金 澤 星 空 ( そら ) 硬介

[ 田 中 ] 田 島 希 空 （ のあ ） 順司

［ 京 塚 ］ 小 出 凪 音 （ なぎと ） 大樹

［ 三 田 ] 須 永 稜 樹 ( いずき ) 公彦

［ 西原町東 ] 小 川　 渓 ( けい ) 顕

[ 一 丁 目 ] 渋 澤 深 月 ( みつき ) 秀介

［ 四 丁 目 ] 坂 藤 咲 実 ( さくみ ) 頌一

［ 八町河原 ] メグロ　ゾエ エメルソン

（９月中の出生届より）

行政区分 氏　　　名 年齢

［ 東 堤 ］ 丸 山 　 博 （ 79 ）

（９月中の死亡届より）

※「お悔やみ申し上げます」への掲載を希望さ
れる方は、下記までご連絡ください。

問合せ…町民福祉課町民係【☎35－1224】

1111月生まれの月生まれの

※「お誕生おめでとう」への掲載を希望されな
い方は、届出時に窓口でお申し出ください。

岡山　岡山　柊柊
しゅうぜんしゅうぜん

繕繕くんくん
（１歳・本郷三）（１歳・本郷三）
 １才おめでとう♥１才おめでとう♥

泣き虫柊ちゃんが大好きだよ♥泣き虫柊ちゃんが大好きだよ♥

小島　小島　璃璃
り りり り

莉莉ちゃんちゃん
（４歳・西原町西）（４歳・西原町西）
お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！
笑顔いっぱいな楽しい笑顔いっぱいな楽しい
毎日を過ごそうね！毎日を過ごそうね！

松島　松島　安安
あんじゅあんじゅ

寿寿ちゃんちゃん
（２歳・横町）（２歳・横町）

 これからもたくさん遊んで これからもたくさん遊んで
おしゃべりしようね♪おしゃべりしようね♪

林　林　英英
え なえ な

奈奈ちゃんちゃん
（５歳・一丁目）（５歳・一丁目）

チアを頑張る英奈ちゃん！チアを頑張る英奈ちゃん！
みんなで応援してるよ♥みんなで応援してるよ♥

吉澤　吉澤　伸伸
しんしん

くんくん
（６歳・原一）（６歳・原一）

 ６歳 ６歳おめでとう♪いつも笑顔でおめでとう♪いつも笑顔で
癒しをありがとう！大好きだよ！癒しをありがとう！大好きだよ！

森下　森下　龍龍
りゅうきりゅうき

輝輝くんくん
（６歳・四ツ谷）（６歳・四ツ谷）

りゅうちゃん誕生日おめでとう☆りゅうちゃん誕生日おめでとう☆
来年から小学生頑張ろうね！来年から小学生頑張ろうね！

町民福祉課町民係　11月の日曜窓口開庁日
11月12日㈰ 午前８時30分～正午

 ◆取扱事務
　•住民票などの証明書の発行　•戸籍届出　•住所異動届　•印鑑登録

斉藤　斉藤　葵葵
あ お とあ お と

斗斗くんくん
（３歳・長浜町）（３歳・長浜町）

    元気いっぱいあおくん！元気いっぱいあおくん！
３歳もニコニコで３歳もニコニコで
過ごそうね♥過ごそうね♥

藤野　藤野　香香
ろ あろ あ

愛愛ちゃんちゃん
（４歳・本郷一）（４歳・本郷一）

４歳のお誕生日おめでとう‼４歳のお誕生日おめでとう‼
元気なろあちゃんが大好きだよ！元気なろあちゃんが大好きだよ！

和田和田紡紡
ほ の はほ の は

乃羽乃羽ちゃんちゃん
（１歳・金下）（１歳・金下）
 １歳おめでとう！ １歳おめでとう！
いつもたくさんのいつもたくさんの

HAPPYをありがとう♪HAPPYをありがとう♪

新藤ちなつちゃん新藤ちなつちゃん
（４歳・五丁目）（４歳・五丁目）
 おめでとう！４歳も おめでとう！４歳も
元気いっぱい笑顔元気いっぱい笑顔

にこにこで過ごそうね♥にこにこで過ごそうね♥

松本　松本　瑛瑛
あきらあきら

くんくん
（３歳・三丁目）（３歳・三丁目）

元気に大きくなってね♪元気に大きくなってね♪
３さいおめでとう☆‼３さいおめでとう☆‼

誕生日を迎えるお子さんの写真募集！
対象…１月に誕生日を迎える小学校就学前のお子さん
申込… 11月30日㈭までに総務課庶務係窓口に写真持参またはイン

ターネット申込（応募写真は返却不可・応募多数の場合は抽選）
申込フォーム： http://www.town.kamisato.saitama.jp/3493.

htm

蔵内　蔵内　乙乙
お と のお と の

乃乃ちゃんちゃん
（４歳・一丁目）（４歳・一丁目）

４歳のお誕生日おめでとう♪４歳のお誕生日おめでとう♪
これからもすくすくこれからもすくすく
育ってね♥育ってね♥

村田　村田　蘭蘭
か れ んか れ ん

恋恋ちゃんちゃん
（４歳・本郷一）（４歳・本郷一）
お誕生日おめでとう☆お誕生日おめでとう☆
またディズニーランドまたディズニーランド

行こうね♪行こうね♪

森田　森田　昴昴
こうせいこうせい

聖聖くんくん
（４歳・古新田）（４歳・古新田）

  お誕生日おめでとう！  お誕生日おめでとう！
明るく元気な昴聖が明るく元気な昴聖が
大好きだよ♥大好きだよ♥

桑原　桑原　奈奈
な えな え

江江ちゃんちゃん
（３歳・八町河原）（３歳・八町河原）
 お誕生日おめでとう！ お誕生日おめでとう！
いつも周りを楽しませていつも周りを楽しませて
くれてありがとう♥くれてありがとう♥

行政区分 氏　　　名 年齢

［ 下 久 城 ］ 中 島 　 さ く （ 93 ）

（８月中の死亡届より）
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～AbemaTV「Wの悲喜劇」
   “部落ってナニ？”で伝えたかったこと～第12回 上里町人権講演会上里町人権講演会

日　時…11月18日㈯（午後0時30分受付開始）　
会　場…上里町総合文化センター（ワープ上里）
講　師…鎮目　博道　氏
　　　　（映像プロデューサー／ライター／シーズメディア代表）
定　員…町内在住在勤者500名（先着順・入場無料・申込不要）
主　催…上里町、上里町教育委員会、上里町人権教育推進協議会
協　力…明るい地域づくり推進委員会、上里町人権を大切にする会
問合せ…生涯学習課生涯学習係【☎35-1245】

午後１時　　　 開会
午後１時15分　小中学生人権作文発表
午後２時　　　 講演会
午後３時30分　閉会（予定）

▪1992年テレビ朝日入社
▪社会部記者として阪神大震災やオウム真理教関
　連の取材を手がけた後、スーパーJチャンネル、　
　スーパーモーニング、報道ステーションなどの
　ディレクターを経てプロデューサーに。
▪ABEMAのサービス立ち上げに参画。
▪「Abema Prime」、「Wの悲喜劇」などの番組
　を企画・プロデュース

▲鎮目　博道　氏

プログラム 講師プロフィール


